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刈谷市周遊型謎解きイベント等企画運営業務 基本仕様書 

 

１ 目的 

刈谷市（以下「発注者」という。）の市制施行７５周年に向け、機運を盛り上

げるため、周遊型の謎解きイベント及び刈谷駅周辺での集客イベントを開催し、

シティプロモーションの推進及びにぎわいの創出を図り、本市の魅力を市内外に

発信することを目的とする。 

２ 業務名 

刈谷市周遊型謎解きイベント等企画運営業務（以下「本業務」という。） 

３ 委託期間 

契約締結日から令和６年７月３１日（水）まで 

４ 業務内容 

（１）謎解きイベントの企画制作及び運営 

（２）集客イベントの企画制作及び運営 

（３）広報宣伝 

（４）アンケートの収集・集計・分析 

（５）実施計画書及び実施報告書の作成 

（６）その他、上記（１）～（５）に付随する業務 

５ 仕様等 

  各業務については、以下に掲げる内容に留意し、発注者と協議の上で実施する

こと。 

（１）謎解きイベントの企画制作及び運営 

ア イベント実施期間 

    令和６年３月下旬から令和６年６月下旬まで（３か月）（予定） 

  イ 参加費 

    ５００円～１，０００円程度（予定） 

  ウ 発行部数 

    ５，０００部（予定） 

  エ 対象年齢 

    中学生以上推奨。小学生以下の場合は保護者の同伴を推奨とする。 
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オ 対象エリア 

  刈谷市全域 

カ 訪問スポット 

 （ア）対象エリア内に複数の訪問スポットを設定し、周遊しながら問題の

ヒントや手がかり等が得られる仕組みとすること。 

（イ）所要時間及び移動方法等を考慮し、適切なエリアを設定すること。 

 （ウ）謎解きの内容を踏まえ、刈谷市の魅力発信に資する施設を訪問スポ

ットとして選定すること。なお、訪問スポットの候補については発注

者から提示する。 

 （エ）訪問スポットとして、公共施設以外の施設等を選定する場合は、協

力依頼の交渉等は受注者が行うこと。 

 （オ）訪問スポットの選定にあたり、事前に現地調査を行うこと。 

  キ 謎解きのストーリー 

   （ア）刈谷市の魅力を発信するため、刈谷市の近代の歴史を軸としつつ、

文化・子育て・レジャー・産業等に関連する刈谷市ならではのストー

リーを考案すること。 

   （イ）必要に応じて、オリジナルキャラクターの制作や既存のキャラクタ

ー又は作品等とのコラボを行い、親しみやすい内容とすること。 

   （ウ）幅広い世代が楽しめる内容とすること。 

  ク 謎解きの問題 

   （ア）ＱＲコードなどのデジタルツールを活用した仕組みを取り入れるこ 

と。 

   （イ）問題数は所要時間等を考慮し、適宜決定すること。 

   （ウ）対象年齢を考慮し、適切な難易度とすること。 

   （エ）難易度の異なる複数のコースを設定すること。 

   （オ）問題のヒントや手がかり等を得るには、実際に訪問スポットを訪れ

る必要がある仕様とすること。 

ケ 所要時間 

    ２～３時間程度（移動時間含む。） 

  コ クリア時の特典 
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   （ア）エンディングストーリーを用意し、クリア後に紙面又はウェブペー

ジ等で閲覧できるようにすること。 

   （イ）追加の謎解き（１問程度）を用意し、クリア後に挑戦できるように

すること。 

   サ 謎解きキット等の制作 

     謎解きイベントで必要となる印刷物及びウェブページ等について、以下

のものを制作・用意すること。 

    （ア）謎解きキット（バッグ型クリアファイル、問題冊子、附属するアイ

テム等） 

    （イ）訪問スポットに設置するパネル等の掲示物 

    （ウ）参加者用筆記用具 

    （エ）問題のヒントや手がかり等を表示するウェブページ等 

    （オ）謎解きの解答やパスワードを報告するウェブページ等 

    （カ）その他謎解きイベントにおいて必要となる制作物 

   シ 運営管理 

    （ア）訪問スポットに設置するパネル等の掲示物について、設置・保守・

撤去を行うこと。 

    （イ）委託期間中に設置したパネル等の破損等については、受注者の負担

で補修・交換を行うこと。 

    （ウ）パネル等を設置する場合は、安全管理及び法令遵守を徹底し、必要

に応じて保険の加入や許認可等の手続きを行うこと。 

    （エ）委託期間中のイベントに関する問い合わせに対応すること。 

    （オ）委託期間中のトラブルに迅速に対応できる体制を構築すること。 

    （カ）謎解きキットの販売及び謎解きイベントにおいて必要となる制作物

の配布に係る手数料が必要な場合は、受注者が負担すること。 

    （キ）必要に応じて、イベント運営への協力を依頼する団体等に向けた運

営マニュアルを作成すること。 

    （ク）イベント運営において配置する人員は、その数が最小限となるよう

工夫すること。 

 （２）集客イベントの企画制作及び運営 
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ア イベント実施期間 

（１）のイベント実施期間中における土日祝のうち１日間 

なお、イベントの周知を図るため、早期での開催が望ましい。 

  イ 参加費 

    無料（予定） 

  ウ 参加者数 

    ３００人程度（予定） 

  エ 対象年齢 

    中学生以上推奨。小学生以下の場合は保護者の同伴を推奨とする。 

  オ 開催場所 

刈谷駅周辺の公共施設等 

（例）刈谷市総合文化センター、刈谷市産業振興センター 

  カ 所要時間 

    ２時間程度（予定） 

  キ 集客イベントの内容 

   （ア）来場者参加型のイベントを考案すること。 

   （イ）謎解きイベントとの相乗効果が見込める内容とすること。 

   （ウ）著名なゲストの招聘や人気コンテンツとのコラボ等、市内外からの

集客に効果的な手法を積極的に採用すること。 

   （エ）刈谷市の魅力を発信するため、刈谷市の歴史・文化・子育て・レジ

ャー・産業等に関連する内容を盛り込むこと。 

   （オ）幅広い世代が楽しめる内容とすること。 

  ク 来場者への特典 

    抽選又はイベント参加における賞品として、特典を設けること。特典の

内容については、受注者の企画提案に基づき、発注者と協議の上、決定す

ること。 

  ケ 舞台セット等の制作 

    集客イベントで必要となる舞台セット及びアプリ等について、以下のも

のを制作・用意すること。 

   （ア）来場者参加型のイベントに使用する舞台セット・アプリ等 
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   （イ）イベント時に使用する映像・音源等 

    （ウ）その他集客イベントにおいて必要となる制作物 

  コ 運営管理 

    （ア）イベント運営に必要な設備・機材等について、手配・設置・保守・

撤去を行うこと。 

    （イ）イベント運営に必要な人員の手配をすること。 

    （ウ）イベントの司会運営を行うこと。 

    （エ）委託期間中のイベントに関する参加申し込み及び問い合わせに対応

すること。 

    （オ）委託期間中のトラブルに迅速に対応できる体制を構築すること。 

    （カ）必要に応じて、イベント運営への協力を依頼する団体等に向けた運

営マニュアルを作成すること。 

 （３）広報宣伝 

   ア ポスター等のデザイン・印刷・配送 

     イベントの広報及び装飾用として、以下の物品についてデザイン・印

刷・配送を行うこと。配送先は５０か所程度（予定）とする。 

    （ア）ポスター（Ｂ２版片面カラー、Ｂ３版片面カラー、各２００部） 

    （イ）チラシ（Ａ４版両面カラー、２０，０００部） 

    （ウ）のぼり（６０ｃｍ×１８０ｃｍ、１０枚） 

    （エ）卓上のぼり（１２ｃｍ×３６ｃｍ、２０枚、スタンド含む） 

    （オ）バナースタンド（８０ｃｍ×１８０ｃｍ、２台） 

   イ 専用ウェブサイトの制作・管理 

     イベント専用のウェブサイトを制作し、公開すること。公開に係る一切

の費用（ドメイン料、レンタル料、サーバ利用料、保守メンテナンス料

等）は受注者が負担すること。 

   ウ 動画の制作 

     専用ウェブサイトやソーシャルメディア等で配信するためのプロモーシ

ョン動画を制作すること。内容はイベントの周知及び集客を目的とした

ものとし、１５秒程度でまとめること。 

   エ ソーシャルメディア等による周知 
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     各種メディアやＳＮＳ等を活用し、市内外を問わず幅広くイベントの周

知を行うこと。 

  オ その他集客効果を高める広報宣伝等 

     プレゼント企画や地元商店との連携によるクーポン配布など、集客に効

果的な手法を提案し、積極的に採用すること。当該手法に係る経費の負担

や手続き、協力依頼等については受注者が行うこと。 

（４）アンケートの収集・集計・分析 

   イベント参加者にアンケートを実施し、参加者の傾向や満足度、シティプ

ロモーションの効果等を検証すること。アンケートへの回答率が高くなるよ

う、収集方法や実施のタイミング等を工夫すること。 

また、アンケート結果については、イベント中に随時発注者へ情報共有す

るとともに、謎解きキットの販売状況やデジタルツールの活用により把握し

たイベント参加者数についても随時発注者へ報告すること。 

（５）実施計画書及び実施報告書の作成 

    受注者は、以下の書類を期日までに作成し提出すること。期日について

は、発注者と協議の上、決定すること。 

   ア 実施計画書 

     以下の事項を記載すること。 

    （ア）実施工程表 

    （イ）運営管理における実施体制 

    （ウ）その他発注者が必要と認める事項 

   イ 実施報告書 

     以下の事項を記載すること。 

    （ア）謎解きイベントの対象エリア・訪問スポット 

    （イ）掲示物等の設置・撤去状況 

    （ウ）各イベントの開催時の状況 

    （エ）イベントに関する問い合わせ・苦情・トラブル等に関する報告書 

（オ）アンケートの集計・分析結果 

    （カ）その他発注者が必要と認める事項 

６ 留意事項 
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 （１）法令等の遵守 

    本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか、関係法令、規則等を遵守す

ること。 

（２）業務の指示及び監督 

ア 受注者は、本業務の実施にあたり、当該契約に基づき発注者と密接な連

絡を取り、その指示に従うこと。 

イ 受注者は、業務の進行状況について、随時発注者に報告を行うこと。 

業務計画等に重要な変更が生じる場合には、事前に発注者と協議を行う

こと。 

ウ 受注者は、発注者と本業務に関する打ち合わせを行った場合、 議事録

を作成し、速やかに発注者に提出すること。 

エ 本業務に関して不測の事態が発生した場合においては、速やかに発注者

に報告すること。 

（３）成果物の取扱い 

ア 本業務の実施に係る成果物及び制作物の所有権は、全て発注者に帰属す

るものとする。 

イ 成果物が著作権法（昭和４５年法律第４８条）第２条第１項第１号に規

定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作

物に係る受注者の著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規定する

権利）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 

ウ 成果物が著作物に該当するとしないにかかわらず、発注者は当該成果物

の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。ただし、第三者

の著作権、特許権、その他権利に係る部分についてはこの限りでない。 

（４）著作権・知的財産権の使用 

本業務の実施にあたり、第三者の著作権、特許権、その他権利を使用する

場合は、受注者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとす

る。ただし、発注者がその方法を指定した場合はこの限りでない。 

 （５）資料の貸与 

   ア 本業務に必要となる資料の収集又は調査等は原則として受注者が行うも

のとする。ただし、発注者が所有しているものについては、発注者から
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受注者に貸与する。 

イ 受注者は、貸与を受けた資料に関するリストを作成の上、発注者に提出

するものとし、業務完了後、貸与された資料の全てを速やかに発注者へ返

却すること。 

   ウ 受注者は、発注者の許可なく、貸与された資料を第三者に公表、貸与、

使用、複写及び漏洩してはならない。 

（６）個人情報等の保護 

ア 受注者は、本業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならな

い。 

イ 受注者は、本業務の実施にあたり、個人情報を収集し、又は利用すると

きは、本業務の目的の範囲内で行うものとする。 

（７）損害の負担 

受注者が、本業務の実施につき発注者又は第三者に及ぼした損害について

は、受注者がその責を負う。ただし、天変地異及びその他受注者の責に帰す

ることのできない事由によるものを除く。 

７ その他 

（１）災害等によりイベントの実施が困難であると発注者が判断した場合は、受

注者と協議の上、本業務を縮小又は中止する場合がある。その場合における

契約金額の変更等については、発注者と受注者が協議して決定するものとす

る。 

（２）本業務の企画立案に当たり、発注者（庁内プロジェクトチームを含む。） 

  と打合せを行い、その意向を反映させるものとする。 

（３）その他、本仕様書に明記されていない事項については、発注者と事前に協

議した上で、決定するものとする。 


